
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第４１号 

事故等種類 衝突（定置網） 

発生日時 平成２６年５月１０日（土） ０５時３０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町野
の

首
くび

埼東北東方沖（有川湾） 

 新上五島町所在の平串
ひらくし

埼灯台から真方位０５１°１.９海里付近 

 （概位 北緯３３°００.６′ 東経１２９°０８.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート オリーブ、２８トン 

 １４１７８４、丸洋物産株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 両舷プロペラ翼に曲損及び欠損 

定置網 ワイヤーロープの切損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、船長が操船

し、約１４ノットの対地速力で手動操舵により、野首埼東北東方沖を

東北東進中、平成２６年５月１０日０５時３０分ごろ野首埼東北東方

沖に設置された定置網（以下「本件定置網」という。）に衝突した。 

 本船は、救援を依頼し、来援した地元漁業協同組合の作業船に引き

出され、上五島町有川港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 高潮時 

 その他の事項  本船の事故当時の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約１.０ｍであっ

た。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを使用していたが、レーダーが故障して

いた。 

 船長は、針路を定めた際、針路線上に定置網が設置されていること

を知らなかった。 

 定置網には、その位置を示す旗が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、野首埼東北東方沖を東北東進中、船長が本件定置網を知ら

ずに航行したことから、同網に衝突したものと考えられる。 



 

原因  本事故は、本船が、野首埼東北東方沖において東北東進中、船長が

本件定置網を知らずに航行したため、同網に衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網は、目視での認識が困難な場合があるので、漁具定置箇所

一覧図などにより、定置網の状況を事前に調査すること。 

 


